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法務省がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置 

について定める計画 

 

 

平成２９年３月２２日  

法    務    省  

  

 

 

「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置に

ついて定める計画」（平成 28 年５月 13 日閣議決定。以下「政府実行計画」という。）及び

「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置につ

いて定める計画の実施要領」（平成 28年５月 13日地球温暖化対策推進本部幹事会申合せ）

に基づき，法務省が自ら実行する具体的な措置に関する実施計画を下記のとおり定める。 
 
 
１．対象となる事務及び事業  

 

本計画は，原則として，法務省が行う全ての事務及び事業を対象とする。 
 
２．対象期間等  

 
本計画は，2016 年度から 2030 年度までの期間を対象とする。ただし，政府実行計画の

見直しの状況等を踏まえ，2021 年度以降の実施計画について見直しを行うものとする。 
 
３．温室効果ガスの総排出量に関する目標  

 
本計画に盛り込まれた措置を着実に実施することにより，2013 年度を基準として，法務

省の事務及び事業に伴い直接的又は間接的に排出される温室効果ガスの総排出量を 2030
年度までに 40％削減することを目標とする。また，中間目標として，2020 年度までに

10.1％削減を目指すこととする。 
 この目標は，法務省の取組の進捗状況や温室効果ガスの排出量の状況などを踏まえ，一

層の削減が可能である場合には適切に見直すこととする。 
 

４．個別対策に関する目標  

 
１．公用車に占める次世代自動車の割合 

  2030 年度までに代替可能な次世代自動車（ハイブリッド自動車（ＨＶ），電気自動車 
（ＥＶ），プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ），燃料電池自動車（ＦＣＶ），クリー 
ンディーゼル自動車（ＣＤＶ），ＣＮＧ自動車等）がない場合を除き，公用車のほぼ全て 
を次世代自動車とすることに向けて努める。2020 年度の中間目標として，公用車の４割
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程度を次世代自動車とすることに向けて努める。 
 
２．公用車の燃料使用量 

  公用車で使用する燃料の量を，2013 年度比で，2020 年度までに概ね 15％以上削減す 
ることに向けて努める。 

 
３．ＬＥＤ照明の導入割合 

  ＬＥＤ照明のストックでの導入割合を，2020 年度までに 50％以上とすることに向け 
て努める。 

 
４．用紙の使用量 

  用紙類の使用量を，2013 年度比で，2020 年度までに概ね 10％以上削減することに向 
けて努める。 

 
５．事務所の単位面積当たりの電気使用量 

  事務所の単位面積当たりの電気使用量を，2013 年度比で，2020 年度までに概ね 10％ 
以上削減することに向けて努める。 

 
６．エネルギー供給設備等における燃料使用量 

  エネルギー供給設備等で使用する燃料の量を，2013 年度比で，2020 年度までに概ね 
10％以上削減することに向けて努める。 

 
７．事務所の単位面積当たりの上水使用量 

  事務所の単位面積当たりの上水使用量を，2013 年度比で，2020 年度までに 10％以上 
削減することに向けて努める。 

 
５．措置の内容  

 

１．建築物の建築，管理等に当たっての配慮 

 
(１)建築物における省エネルギー対策の徹底 

① 建築物を建築する際には，省エネルギー対策を徹底し，温室効果ガスの排出の抑

制等に配慮したものとして整備する。 
② 「省エネルギー診断の実施について」（平成 28 年５月 13 日地球温暖化対策推進

本部幹事会申合せ）を踏まえ，法務省が管理する大規模な庁舎から順次，その庁舎

等施設の省エネルギー診断を実施する。診断結果に基づき，エネルギー消費機器や

熱源の運用改善を行う。さらに，施設・機器等の更新時期も踏まえ高効率な機器等

を導入するなど，費用対効果の高い合理的な対策を計画，実施する。 
③ 「エネルギー消費の見える化とエネルギー管理の徹底について」（平成 28 年５月

13 日地球温暖化対策推進本部幹事会申合せ）を踏まえ，エネルギー管理の徹底を図

るため，法務省が管理する，中央合同庁舎第６号館，大阪中之島合同庁舎及び東京
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拘置所に，ビルのエネルギー管理システム（ＢＥＭＳ）を導入すること等によりエ

ネルギー消費の見える化及び最適化を図り，庁舎のエネルギー使用について不断の

運用改善に取り組む。ＢＥＭＳにより把握した庁舎のエネルギー消費量等のデータ

については，ホームページにおいて公表する等の方法による情報公開を図る。 
 
(２)温室効果ガスの排出の抑制等に資する建設資材等の選択 

① 建設資材については，再生された又は再生できるものをできる限り使用するとと

もに，コンクリート塊等の建設廃材，スラグ，廃ガラス等を路盤材，タイル等の原

材料の一部として再生利用を図る。また，支障のない限り混合セメントの利用に努

める。 

② 断熱性能向上のため，屋根，外壁等への断熱材の使用や，断熱サッシ・ドア等の

断熱性の高い建具の使用を図る。特に，建築物の断熱性能に大きな影響を及ぼす窓

については，複層ガラスや二重窓，遮光フィルム，窓の外部のひさしやブラインド

シャッターの導入など，断熱性能の向上に努める。 

③ 公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針（平成 22 年 10 月４日農

林水産省，国土交通省告示第３号）に基づき，積極的に木造化を促進する公共建築

物の範囲に該当する低層の公共建築物について，原則としてすべて木造化を図るも

のとし，また，高層・低層にかかわらず，国民の目に触れる機会が多いと考えられ

る部分を中心に，内装等の木質化を促進するものとする。 

  また，国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 10

号）の基本方針に基づき，合法性が証明された木材又は間伐材での木造化及び内装

等の木質化に取り組むものとする。 

④ 安全性，経済性，エネルギー効率，断熱性能等に留意しつつ，利用可能である場

合には，ＨＦＣを使用しない建設資材の利用を促進する。 

⑤ 損失の少ない受電用変圧器の使用を促進するなど設備におけるエネルギー損失の

低減を促進する。 

⑥ 電力負荷平準化に資する蓄熱システム等の導入を極力図る。 

 
(３)温室効果ガスの排出の少ない空調設備の導入 

① 空調設備について，温室効果ガスの排出の少ない機器の導入を図る。また，既存

の空調設備についても，その更新時に温室効果ガスの排出の少ない機器の導入を図

る。 

② このため，庁舎に高効率空調機を可能な限り幅広く導入する。 

③ また，冷却性能の低下等の異常が認められた場合，冷媒の漏洩の可能性があるた

め，速やかに補修その他の必要な措置を講ずる。 

 

(４)冷暖房の適正な温度管理 

庁舎内における冷暖房温度の適正管理（冷房の場合は 28 度程度，暖房の場合は 19 

度程度）を一層徹底するよう空調設備の適正運転を図る。 

 

(５)再生可能エネルギー等の有効利用 
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① 建築物の規模，構造等の制約の下，可能な限り，太陽熱，バイオマスエネルギー

等の再生可能エネルギーを活用した整備を導入する。 

② 庁舎や公務員宿舎に太陽熱利用，木質バイオマス燃料を使用する暖房器具やボイ

ラー等を可能な限り幅広く導入する。 

③ 建築物の立地する地域において，地域冷暖房等の事業が計画されている場合には，

参加するよう図る。 

④ 建築物の規模・用途等を検討し，燃料電池を含むコージェネレーションシステム，

廃熱利用等のエネルギー使用の合理化が図られる設備の導入を図る。 

 

(６)太陽光発電の導入の整備方針 

地方支分部局も含め国の庁舎について，太陽光発電の導入について，以下の整備方

針に基づき進める。 

ア 新築の庁舎における整備 

新築の庁舎については，太陽光発電の導入を図る。 

 

イ 既存の庁舎における整備 

既存の庁舎については，その位置，規模及び構造を総合的に判断し，太陽光発電 

の導入を図る。 

 

(７)水の有効利用 

① 建築物等における雨水の適切な利用が可能な場合は，雨水の貯留タンク等の雨水

利用設備の導入について，建築物の規模・用途に応じて検討し，設置する。 

② 建築物から排出される排水の適切な再利用が可能な場合は，排水再利用設備の導

入について，建築物の規模・用途に応じて検討し，設置する。 

③ 節水トイレの設置を図る。 

④ 給水装置等の末端に，必要に応じて，感知式の洗浄弁・自動水栓等節水に有効な

器具を設置する。 

 ⑤ 排水再利用・雨水利用設備等の日常の管理の徹底を図る。 

 

(８)その他 

  ア 温室効果ガスの排出の少ない施工の実施 

① 建築物の建築等に当たっては支障のない限りエネルギー消費量の少ない建設

機械を使用するよう発注者として促す。 

② 出入車輌から排出される温室効果ガスの抑制を発注者として促す。 

③ 建設業に係る指定副産物の再生利用を促進する。 

④ 建設業に係る指定副産物の新規用途の開発に努める。 

⑤ 建設業者による建設廃棄物等の適正処理を発注者として確認する。 

 

  イ 建築物の建築等に当たってのその他の環境配慮の実施 

① 庁舎等の敷地について植栽を施し，緑化を推進するとともに，保水性舗装や散

水の実施に努める。 
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② 敷地内の環境の適正な維持管理の推進のため，所管地に生育する樹木の剪定し

た枝や落葉等は，再生利用を行い，廃棄物としての排出の削減を図るとともに，

休閑地については緑化に努めるなど適正な維持管理を図り，ごみの不法投棄を防

ぐ。 

③ 定格出力が大きく負荷の変動がある動力装置について，インバータ装置の導入

を図る。 

④ エレベーターの運転の高度制御，省エネルギー型の照明機器の設置，空調の自

動制御設備について，規模・用途に応じて検討し，整備を進める。 

⑤ 屋外照明器具の設置に当たっては，上方光束が小さく省エネルギー性の高い適

切な照明機器を選定する。 

⑥ 建築物の設計者を選定する際，国等における温室効果ガス等の排出の削減に配

慮した契約の推進に関する法律（平成 19 年法律第 56 号。以下「環境配慮契約法」

という。）の基本方針に則り，温室効果ガスの排出抑制技術やノウハウに秀でた者

であるかどうかを考慮するなど，技術的能力の審査に基づく選定方法を採用し，

環境への配慮を重視した企画の提案などの採用を進める。 

 

  ウ 施設や機器の効率的な運用に資する整備の導入 

①  最大使用電力を設定し，使用電力に応じて警報の発生や一部電力の遮断（防災 

上必要な部分を除く。）などを行う電力のデマンド監視装置等の導入を図る。 

②  機器の効率的な運用に資するため，機械室の換気運転の室温に応じた制御を可 

能とする温度センサーや，空調の効率低下を防ぐための室外機への遮光ネットな

どの導入を図る。 

 

  エ 新しい技術の率先的導入 

民間での導入実績が必ずしも多くない新たな技術を用いた設備等であっても，高

いエネルギー効率や優れた温室効果ガス排出抑制効果等を確認できる技術を用いた

設備等については，率先的導入に努めるものとする。 
 
２．財やサービスの購入・使用に当たっての配慮 

 
(１)次世代自動車の導入 

次世代自動車に係る中間目標の達成に向けて，以下の措置を講じる。 
①  更新時にあわせて計画的に次世代自動車を導入する。 

②  次世代自動車への買換えに当たっては，使用実態を踏まえ必要最小限度の大きさ 

 の車を選択する等，より温室効果ガスの排出の少ない車の導入を進め，当該車の優 

先的利用を図る。 

 
(２)自動車の効率的利用 

   公用車で使用する燃料の量の削減に係る 2020 年度の目標達成に向けて，以下の措

置を講じる。 
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  ア 公用車等の効率的利用等 

① 車一台ごとや燃料設備ごとの走行距離，燃費等を把握するなど燃料使用量の調

査をきめ細かく行う。 

② アイドリング・ストップ装置の活用などにより，待機時のエンジン停止の励行，

不要なアイドリングの中止等の環境に配慮した運転を行う。 

③ ３メディア対応型の道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）対応車載機を積極

的に活用する。 

④ タイヤ空気圧調整等の定期的な車両の点検・整備の励行を図る。 

⑤ 夏期におけるカーエアコンの設定温度を１度アップする。 

⑥ ガソリンを満タンにしない。 

⑦ 通勤時や業務時の移動において，鉄道，バス等公共交通機関の利用を推進する。 

⑧ 毎月第一月曜日は，以下の場合を除き，公用車の使用を終日自粛するものとし，

移動手段は徒歩，自転車又は公共交通機関によるものとする。 

・警備上支障のある場合 

例：大臣車，次官車，その他警備上特別の配慮を必要とする車両 

・業務上支障のある場合 

例：緊急業務，外国政府関係者の接受，その他公用車の使用が特にやむを得な

いと認められる場合 

⑨ タクシー券の適切な管理の一層の徹底を図り，不要不急のタクシー利用を抑制

する。 

⑩ 来庁者に対しても低公害車の優先利用，自動車の利用の抑制や効率化を呼びか

ける。 

 

  イ 公用車の台数の見直し 

使用実態を精査し，公用車台数の見直しを行い，その削減を図る。 

 

(３)自転車の活用 

霞が関及び地方支分部局等の所在地における自転車の共同利用を一層推進する。 

 
(４)小売電気事業者との契約 

庁舎の使用電力購入に際して，環境配慮契約法の基本方針に則り，温室効果ガス排

出係数の低い小売電気事業者の選択を極力図る。 

 
(５)エネルギー消費効率の高い機器の導入 

  ア ＬＥＤ照明の導入 

    ＬＥＤ照明のストックでの導入割合に係る 2020 年度の目標達成に向けて，以下

の措置を講じる。 
①  庁舎の新築・改修時には，原則としてＬＥＤ照明を導入する。 

②  既存照明の更新時には，以下のとおりとする。 

・設置・更新後15年を経過している照明については，原則として2020年度までに

ＬＥＤ照明への切替えを行う。 
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・ＬＥＤ照明及びＨｆ蛍光灯以外の照明機器（ＦＬ蛍光灯等）は、ＬＥＤ照明へ

の交換による費用削減効果及び省エネ効果が極めて大きいことを踏まえ，2015

年度時点で設置後15年以上経過していないものも含め，執務室及び照明の使用

形態が執務室と同様の場所において，原則として2020年度までにＬＥＤ照明へ

の切替えを行う。 

③  ①及び②のＬＥＤ照明導入の際には，原則，調光システムを併せて導入する。 

④  既存照明の入替え時については，リース方式により契約を行うなど，費用の平

準化を図る。なお，リース方式による場合にも、調光システム付きのものを採用

する。 

⑤  ②以外の既存照明については，2020年度の政府実行計画の見直しの際に定めら

れる方針に基づき切替えを行うこととする。 

 
  イ 省エネルギー型ＯＡ機器等の導入等 

現に使用しているパソコン，コピー機等のＯＡ機器，電気冷蔵庫，ルームエアコ

ン等の家電製品等の機器について，旧型のエネルギーを多く消費するものの廃止又

は買換えを計画的，重点的に進め，買換えに当たっては，エネルギー消費のより少

ないものを選択する。また，これらの機器等の新規の購入に当たっても同様とする。

さらに，機器の省エネルギーモード設定の適用等により，待機電力の削減を含めて

使用面での改善を図る。 

 
  ウ 節水機器等の導入等 

現に使用している水多消費型の機器の廃止又は買換えを計画的に進め，買換えに

当たっては，節水型等のものを選択する。また，これらの機器の新規の購入に当た

っても同様とする。 

 
(６)用紙類の使用量の削減 

   用紙類の使用量の削減に係る2020年度の目標達成に向けて，以下の措置を講じる。 
① コピー用紙，事務用箋，伝票等の用紙類の年間使用量について，各局部課単位

など適切な単位で把握し，管理し，削減を図る。 

② 会議用資料や事務手続の一層の簡素化を図る。 

③ 各種報告書類の大きさ等の規格の統一化を進め，また，そのページ数や部数に

ついても必要最小限の量となるよう見直しを図る。 

④ 両面印刷・両面コピーの徹底を図る。 

⑤ 内部で使用する各種資料をはじめ，閣議，審議会等の政府関係の会議へ提出す

る資料や記者発表資料等についても特段支障のない限り極力両面コピーとする。

また，不要となったコピー用紙（ミスコピーや使用済文書等）については，再使

用，再生利用の徹底を図る。 

⑥ 情報の電子的共有によるペーパーレス化を図る。 

⑦ 身の回りの書類は基本的に電子ファイルで管理し，ペーパーストックのスモー

ル化を図る。 

⑧ 審議会等資料の電子媒体での提供や事前のホームページ掲載に取り組み，配布
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資料の削減を図る（審議会等のペーパーレス化）。 

⑨ 使用済み用紙の裏紙使用を図る。 

⑩ 使用済み封筒の再使用など，封筒使用の合理化を図る。 

⑪ 電子決裁の推進を図る。 

 
(７)再生紙などの再生品や合法木材の活用 

  ア 再生紙の使用等 

① 購入し，使用するコピー用紙，けい紙・起案用紙，トイレットペーパー等の用

紙類については，再生紙の使用を進める。 

② 印刷物については，再生紙を使用するものとする。また，その際には古紙パル

プ配合率を明記するよう努めるとともに，可能な場合においては，市中回収古紙

を含む再生紙の使用拡大が図られるような配慮を行う。 

 

  イ 合法木材，再生品等の活用 

① 購入し，使用する文具類，機器類，制服・作業服等の物品について，再生材料

から作られたものを使用する。 

② 合法性が証明された木材又は間伐材等の温室効果ガスの排出量がより少ない木

材や再生材料等から作られた製品を使用する。 

③ 初めて使用する原材料から作られた製品を使用する場合には，リサイクルのル

ートが確立しているものを使用する。 

 

(８)ＨＦＣ等の代替物質を使用した製品等の購入・使用の促進等 

  ア ＨＦＣの代替物質を使用した製品等の購入・使用の促進 

① 庁舎等の公共施設の冷蔵庫，空調機器及び公用車のカーエアコンの購入，交換

に当たっては，代替物質を使用した製品や，ＨＦＣを使用している製品のうち地

球温暖化への影響のより小さい機器の導入を図る。 

② エアゾール製品を使用する場合にあっては，安全性に配慮し必要不可欠な用途

を除いて，代替物質を使用した非フロン系製品の選択・使用を徹底する。 

 

  イ フロン類の排出の抑制 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第64号）

に基づいて，点検や機器の更新を行うこと等により，使用時漏えい対策に取り組む。 

 

  ウ 電気機械器具からの六ふっ化硫黄（ＳＦ６）の回収・破壊等 

    庁舎等の公共施設の電気機械器具については，廃棄，整備するに当たって極力Ｓ

Ｆ６の回収・破壊，漏えいの防止を行うよう努める。 

 

(９)その他 

  ア その他温室効果ガスの排出の少ない製品，原材料等の選択 

①  物品の調達に当たっては，温室効果ガスの排出の少ない製品，原材料等の使用 

が促進されるよう，製品等の仕様等の事前の確認を行う。 
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②  環境ラベルや製品の環境情報をまとめたデータベースなどの環境物品等に関す 

る情報について，当該情報の適切性に留意しつつ活用し，温室効果ガスの排出の

少ない環境物品等の優先的な調達を図る。 

③  資源採取から廃棄までの物品のライフサイクル全体についての温室効果ガスの 

排出の抑制等を考慮した物品の選択を極力図る。 

④  購入，使用する燃料について，現に使用している燃焼設備で利用可能な場合は， 

バイオマス燃料，都市ガス，ＬＰＧ等の温室効果ガスの排出の相対的に少ないも

のとする。 

⑤  燃焼設備の改修に当たっては，バイオマス燃料，都市ガス，ＬＰＧ等の温室効 

果ガスの排出の相対的により少ない燃料の使用が可能となるよう適切な対応を図 

る。 

⑥  重油を燃料としている設備の更新に当たっては，可能な場合，重油に比べ温室 

効果ガスの排出の相対的に少ない燃料に変更する。 

 

  イ 製品等の長期使用等 

①  各事務を行うに当たり，容器包装を利用する場合にあっては，簡略なものとし， 

当該容器包装の再使用を図る。 

②  詰め替え可能な洗剤，文具等を使用する。 

③  机等の事務用品の不具合，更新を予定していない電気製品等の故障の際には， 

それらの修繕に努め，再使用を図る。 

④  部品の交換修理が可能な製品，保守・修理サービス期間の長い製品の使用を極 

力図る。 

 

  ウ エネルギーを多く消費する自動販売機の設置等の見直し 

庁舎内の自動販売機の設置実態の精査及びエネルギー消費の見直しを行い，機種

及び設置台数の見直しを通じ省エネルギー化を促すとともに，オゾン層破壊物質及

びＨＦＣを使用しない機器並びに調光機能，ヒートポンプ，ゾーンクーリング等の

機能を有する省エネ型機器への変更を促す。また，コンビニエンスストアなど庁舎

内の売店等のエネルギー消費の見直しを行い，省エネルギー化を促す。 

 
  エ 購入時の過剰包装の見直し 

簡略に包装された商品の選択，購入を図る。また，リサイクルの仕組みが確立し

ている包装材を用いているものの積極的選択を図る。 

 

  オ メタン（ＣＨ４）及び一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）の排出の抑制 

① エネルギー供給設備の適正な運転管理を図る。 

② 庁舎から排出される生ごみ等については，極力，直接埋立の方法により処理し

ないよう，分別や再生利用，適正処理を実施するとともに，環境配慮契約法の基

本方針に則り，廃棄物処理業者との契約を行う。 

 
３．その他の事務・事業に当たっての温室効果ガスの排出の抑制等への配慮 
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(１)エネルギー使用量の抑制 

  ア 庁舎におけるエネルギー使用量の抑制等 

    事務所の単位面積当たりの電気使用量の削減に係る 2020 年度の目標達成及びエ

ネルギー供給設備等で使用する燃料の量の削減に係る 2020 年度の目標達成に向け

て，以下の措置を講じる。 
① ＯＡ機器，家電製品及び照明については，適正規模のものの導入・更新，適正

時期における省エネルギー型機器への交換を徹底するとともに，スイッチの適正

管理等エネルギー使用量を抑制するよう適切に使用する。 

② 庁舎内における冷暖房温度の適正管理（冷房の場合は 28 度程度，暖房の場合は

19 度程度）を一層徹底するよう空調設備の適正運転を図る。（再掲） 

③ 夏季における執務室での服装について，「クールビズ」を励行する。また，冬季

における執務室の服装について，「ウォームビズ」を励行する。 

④ 冷暖房中の窓，出入口の開放禁止を徹底する。 

⑤ 発熱の大きいＯＡ機器類の配置を工夫する。 

⑥ 昼休みは，業務上特に照明が必要な箇所を除き消灯を図る。また，夜間におけ

る照明も，業務上必要最小限の範囲で点灯することとし，それ以外は消灯を徹底

する。 

⑦ トイレ，廊下，階段等での自然光の活用を図る。 

⑧ 職員に対する直近階への移動の際の階段利用の奨励を徹底する。 

⑨ 給湯器へのエコノマイザーの導入等ガスコンロ，ガス湯沸器等の給湯機器の効

率的使用を極力図る。 

⑩ 庁舎に，施設規模等に応じてＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器等の高効率給湯器

を可能な限り幅広く導入する。 

⑪ 冷蔵庫の効率的使用を図る。 

⑫ 照明の点灯時間の縮減など節電のための取組の管理を徹底する。 

 

  イ 庁舎における節水等の推進 

    事務所の単位面積当たりの上水使用量の削減に係る 2020 年度の目標達成に向け

て，以下の措置を講じる。 
① 家庭と同様の簡便な手法を利用したトイレ洗浄用水の節水を進める。 

② 必要に応じ，トイレに流水音発生器を設置する。 

③ 水栓には，必要に応じて節水コマを取り付ける。さらに，必要に応じ，水栓で

の水道水圧を低めに設定する。 

④ 水漏れ点検の徹底を図る。 

⑤ 公用車の洗車方法について，回数の削減，バケツの利用等の改善を極力図る。 

⑥ 必要に応じ，食器洗い機を導入する。 

 
(２)ごみの分別 

① 事務室段階での廃プラスチック類等の分別回収を徹底する。 

② 分別回収ボックスを十分な数で執務室内に適切に配置する。 
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③ 個人用のごみ箱を順次減らしていく。 

④ 不要になった用紙は，クリップ，バインダー等の器具を外して分別回収するよ

う努める。 

 

(３)廃棄物の減量 

① 各事務を行うに当たり，容器又は包装を利用する場合には，簡略な包装とし，

当該容器又は包装の再使用や再生利用を図る。 

② 使い捨て製品の使用や購入の抑制を図る。 

③ 紙の使用量の抑制を図る。 

④ リサイクルルートの確保等を内容とする各庁舎ごとのリサイクル計画を策定す

るとともに，実施のための責任者を指名する。 

⑤ 事務室段階での廃プラスチック類等の分別回収を徹底する。（再掲） 

⑥ 分別回収ボックスを十分な数で執務室内に適切に配置する。（再掲） 

⑦ 個人用のごみ箱を順次減らしていく。（再掲） 

⑧ 不要になった用紙は，クリップ，バインダー等の器具を外して分別回収するよ

う努める。（再掲） 

⑨ シュレッダーの使用は秘密文書の廃棄の場合のみに制限する。 

⑩ コピー機，プリンターなどのトナーカートリッジの回収と再使用を進める。 

⑪ 厨房を使用する職員等へ呼びかけ，庁舎にある厨房施設から排水中に混入する

生ごみの量を抑制する。 

⑫ 食べ残し，食品残滓などの有機物質について，再生利用や熱回収を行う。 

⑬ 施設の所在する地域で廃棄物の交換の仕組みが設けられており，これに参加で

きる場合は，廃棄物の交換に積極的に協力する。 

⑭ 庁舎から排出される生ごみ等については，極力直接埋立の方法により処理しな

いよう，分別や適正処理を実施するとともに，廃棄物処理業者に対し発注者とし

て促す。（再掲） 

⑮ 廃棄するＯＡ機器及び家電製品並びに使用を廃止する車が廃棄物として処理さ

れる場合には，適正に処理されるよう努める。 

⑯ 物品の在庫管理を徹底し，期限切れ廃棄等の防止に努める。 

 
４．ワークライフバランスの配慮・職員に対する研修の機会の提供，情報の提供 

 
(１)ワークライフバランスの配慮 

   ① 全府省一斉退庁日（毎週水曜日）に本省等において 20 時までの庁舎の消灯に努

める，全府省一斉定時退庁日以外に職員ごとに定時退庁日を設定する，原則とし

て 17 時 15 分以降の会議や作業・調査依頼を行わない等の取組を実施することに

より，超過勤務の縮減を図る。 

②  年次休暇の取得日数を年間 15 日以上とする 2020 年までの数値目標を設定し，

休暇予定表による把握・情報共有等により，年次休暇の一層の取得促進を図る。 

③ テレワーク，早出遅出勤務及びフレックスタイム制の活用等により，働く時間

と場所の柔軟化による効率的な勤務体制の推進を図る。 
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(２)職員に対する地球温暖化対策に関する研修の機会の提供，情報提供 

① 地球温暖化対策に関する研修を計画的に推進する。 

   ② 庁内誌，パンフレット，庁内ＬＡＮ等により，再生紙等の名刺への活用，計画 

されている地球温暖化対策に関する活動や研修など，職員が参加できる地球温暖

化対策に関する活動に対し，必要な情報提供を行う。 

③  地球温暖化対策に関するシンポジウム，研修会への職員の積極的な参加が図ら 

れるよう便宜を図る。 

 

(３)地球温暖化対策に関する活動への職員の積極的参加の奨励 

  職員に，いわゆる「環境家計簿」や「スマートメーター」，「家庭エコ診断」による

電気，ガス等の温室効果ガスの排出の原因となる活動量の点検の実施を奨励するなど，

家庭部門における温室効果ガスの排出削減に寄与する活動への参加を促す。 

 

(４)その他 

  昼休みや定時退庁日における勤務時間終了後の一斉消灯を徹底する。 

 
６．実施計画の推進体制の整備と実施状況の点検  

 
 本計画の推進・評価・点検は，「法務省温室効果ガス排出削減実施計画推進本部」（以下，

「推進本部」という。）において実施するものとする。その運営等については次のように定

める。 
（１）推進本部の体制 

①  本部長は，大臣官房長をもって充てる。 

②  副本部長は，大臣官房審議官（総括担当），大臣官房秘書課長，同人事課長，同 

会計課長，同施設課長及び厚生管理官をもって充てる。  

③  委員は，次に掲げる者をもって充てるほか，本部長は，臨時に委員を指名するこ 

とができる。 

（ア）民事局総務課長 

（イ）刑事局総務課長 

（ウ）矯正局総務課長 

（エ）保護局総務課長 

（オ）入国管理局総務課長 

（カ）法務総合研究所総務企画部付 

（キ）公安調査庁総務課長 

 

（２）推進本部の業務 

推進本部は，次に掲げる業務を行う。 

①  実施計画の改定案の作成に関すること。  

②  実施計画の推進に関すること。 

③  実施計画の点検及びその公表に関すること。 
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７．組織・施設ごとの温室効果ガスの排出削減計画  

   

別紙のとおり 



別紙

(単位) (2013年度比)
kg-CO2 6,809,716.00 6,639,287.00 5,789,000.00 -15.0%  
kg-CO2 283,959,555.00 272,928,230.00 255,609,507.70 -10.0%

電気 kg-CO2 162,317,365.00 152,137,974.00 146,400,270.10 -9.8%  
(電気使用量) kwh 296,319,810 290,218,755 254,835,037 -14.0%
電気以外 kg-CO2 121,642,191.00 120,790,256.00 109,209,237.60 -10.2%  

kg-CO2 1,055,526.00 798,908.00 962,232.44 -8.8%  
kg-CO2 291,781,841.00 280,341,450.00 262,360,740.14 -10.1%  

  
　

　

(単位) (2013年度比)
％ 17 19 40 －
ＧＪ 95,311 94,646 81,008 -15.0%
％ 7 7 50 －
t 3,759 3,769 3,250 -13.5%
kwh/㎡ 56 55 48 -14.0%

ＧＪ 1,938,004 1,921,508 1,740,008 -10.2%

㎥/㎡ 1.56 1.40 1.30 -16.7%
事務所の単位面積当たりの上水使
用量

公用車燃料

エネルギー供給設備等における燃料
使用量

合計

事務所の単位面積当たりの電気使用量

　

施設のエネルギー使用

【法務省全体】

2013年度 2014年度

2014年度

2020年度目標

ＬＥＤ照明の導入割合
用紙の使用量

2013年度
2020年度目標

公用車に占める次世代自動車の割合

その他

公用車の燃料使用量



(単位) (2013年度比)
kg-CO2 88,486.00 97,386.00 83,876.45 -5.2%  
kg-CO2 6,234,640.00 5,963,148.00 5,566,123.55 -10.7%

電気 kg-CO2 5,470,438.00 5,352,064.00 4,954,761.15 -9.4%  
(電気使用量) kwh 11,466,984 10,197,624 10,090,946 -12.0%
電気以外 kg-CO2 764,203.00 611,084.00 611,362.40 -20.0%  

kg-CO2 0.00 0.00 0.00 -  
kg-CO2 6,323,127.00 6,060,534.00 5,650,000.00 -10.6%  

  
○

　 　

　

・庁舎内の温度管理を徹底する。

・公用車の燃費管理等を徹底する。

・事務機器，照明のこまめな消灯を行う。

・エレベータ等の省エネルギー運転を行う。

・温室効果ガス排出が相対的に少ない燃料等を利用する。

【本省】

(３) その他

(2) 運転・管理等ソフト対策

主な削減対策
(1) 設備改修等ハード対策・OA機器

2013年度 2014年度
2020年度目標

その他
合計

・電気設備等の更新に当たり，省エネルギー型の設備を導入する。

・公用車にアイドリングストップ装置やVICS対応車載器を設置する。

・公用車の購入に際しては，低公害車の導入を図る。

公用車燃料
施設のエネルギー使用



(単位) (2013年度比)
kg-CO2 1,147,111.00 1,103,840.00 1,031,253.00 -10.1%  
kg-CO2 36,108,179.00 32,432,564.00 32,461,253.00 -10.1%

電気 kg-CO2 28,491,146.00 25,330,413.00 25,613,540.00 -10.1%  
(電気使用量) kwh 54,788,236 51,122,335 49,254,624 -10.1%
電気以外 kg-CO2 7,617,033.00 7,102,151.00 6,847,713.00 -10.1%  

kg-CO2 66,707.00 0.00 59,969.00 -10.1%  
kg-CO2 37,321,997.00 33,536,404.00 33,552,475.00 -10.1%  

○
   

　  

○

【法務局・地方法務局】

2013年度 2014年度
2020年度目標

・空調機の適正な温度管理によりエネルギー使用量の削減を図る。

主な削減対策
(1) 設備改修等ハード対策・OA機器

(2) 運転・管理等ソフト対策

・OA機器・電気機器の購入に当たり，省エネルギー型の機器を購入する。

・OA機器の不使用時の電源オフ及び節電機能の活用並びに不要箇所の消灯及び事務に支障がない程度の照
明の間引きにより電気使用量の削減を図る。

推進体制
(1) 対策の実施責任者は，各法務局・地方法務局会計課長とする。
(2) 法務局・地方法務局会計課長は，対策の徹底を図るため，会議において対策の徹底について伝達する。

公用車燃料
施設のエネルギー使用

その他
合計

・LED照明の導入



(単位) (2013年度比)
kg-CO2 1,084,867.00 1,048,986.00 975,295.43 -10.1%  
kg-CO2 26,239,528.00 24,225,528.00 23,589,335.67 -10.1%

電気 kg-CO2 20,016,847.00 18,592,486.00 17,995,145.45 -10.1%  
(電気使用量) kwh 39,414,979 38,609,812 35,434,066 -10.1%
電気以外 kg-CO2 6,222,681.00 5,633,042.00 5,594,190.22 -10.1%  

kg-CO2 86,485.00 8,388.00 77,750.02 -10.1%  
kg-CO2 27,410,881.00 25,282,902.00 24,642,381.12 -10.1%  

○
　

　

○ 推進体制
(1) 対策の実施責任者は，各検察庁会計課長（用度課長が設置されている場合は，用度課長。以下同じ）とす
る。
(2) 検察庁会計課長は，温室効果ガス削減目標の達成に向け，毎月，光熱水料の使用量を全職員にメールで
伝達し，一層の協力を求める。

2020年度目標

施設のエネルギー使用

主な削減対策
(1) 設備改修等ハード対策・OA機器

(2) 運転・管理等ソフト対策

・電気機器の更新に当たり，省エネルギー型の機器を積極的に購入する。

・OA機器，照明スイッチの適正な管理を行う。

・冷暖房等の空調の省エネルギー運転(停止を含む。)及び必要に応じたエレベータの使用制限を行う。

合計

【検察庁】

公用車燃料

その他

2013年度 2014年度



      【矯正管区】

(単位) (2013年度比)  
kg-CO2 3,242,723.00 3,183,682.00 3,024,497.90 -6.7%   
kg-CO2 193,326,392.00 188,396,114.00 173,490,110.32 -10.3%

電気 kg-CO2 91,417,556.00 85,913,785.00 78,181,544.35 -14.5%   
(電気使用量) kwh 157,448,602 156,282,726 151,594,244 -3.7%
電気以外 kg-CO2 101,908,836.00 102,482,329.00 95,308,565.97 -6.5%   

kg-CO2 900,679.00 789,382.00 670,974.70 -25.5%   
kg-CO2 197,469,794.00 192,369,177.00 177,185,582.92 -10.3%   

○
 

　

○

　

主な削減対策
(1) 設備改修等ハード対策・OA機器
・OA機器・電気機器の購入に当たり，省エネルギー型の機器を購入する。

(2) 運転・管理等ソフト対策
・庁舎内の冷暖房温度の適正管理，昼休み中の消灯，定期的な機器の清掃を実施する。
・収容施設の入浴について，温度・沸かし時間の徹底管理を行い，また，炊事については，献立を工夫して効率
のよい調理方法に努めることで，調理時間の短縮により，ガスの使用量の抑制を図る。
・公用車の燃費の適正管理と効率的な利用を行う。

(3) その他（農業関連）    

推進体制
(1) 各庁において，削減対策の実施責任者を指定し，対策の徹底を図るため，すべての課の責任者で構成され
る委員会を設置するなどし．削減への取組を検討するとともに，全職員への周知徹底を図る。
(2) 各庁の用度課又は庶務課において，毎月，電気・ガスの使用量を基にCO2排出量及び目標達成の見込みを
把握し，委員会に報告するとともに，全職員に伝達する。

合計

2013年度 2014年度
2020年度目標

公用車燃料
施設のエネルギー使用

その他



(単位) (2013年度比)
kg-CO2 232,293.00 253,572.00 208,831.41 -10.1%  
kg-CO2 3,602,926.00 3,475,956.00 3,239,030.48 -10.1%

電気 kg-CO2 2,588,324.00 2,491,998.00 2,326,903.28 -10.1%  
(電気使用量) kwh 4,995,169 4,956,210 4,490,657 -10.1%
電気以外 kg-CO2 1,014,602.00 983,958.00 912,127.20 -10.1%  

kg-CO2 28.00 28.00 25.17 -10.1%  
kg-CO2 3,835,246.00 3,729,556.00 3,447,887.06 -10.1%  

○

 
　

　 　

○

・省エネルギー型のOA機器・電気機器を購入する。

・不要な照明の消灯を徹底する。

・冷暖房等の空調の省エネルギー運転を行う。

・公用車の走行距離・燃費の適正管理と効率的な利用を行う。

(2) 運転・管理等ソフト対策

【地方更生保護委員会】

2013年度 2014年度

主な削減対策
(1) 設備改修等ハード対策・OA機器

2020年度目標

推進体制
(1) 対策の実施責任者は，各委員会総務課長とし，対策の徹底を図るため，各課１名づつの委員で構成される
対策委員会を設置する。
(2) 各委員会総務課において，毎月，電気・ガスの使用量を基にCO2排出量及び目標達成の見込みを把握し，
対策委員会に報告するとともに，全職員に伝達する。

公用車燃料
施設のエネルギー使用

その他
合計



(単位) (2013年度比)
kg-CO2 585,139.00 546,753.00 497,368.15 -15.0%  
kg-CO2 9,804,935.00 10,148,064.00 8,814,636.57 -10.1%

電気 kg-CO2 7,835,213.00 8,150,767.00 7,043,856.49 -10.1%  
(電気使用量) kwh 14,723,662 16,104,420 13,236,572 -10.1%
電気以外 kg-CO2 1,969,722.00 1,997,297.00 1,770,780.08 -10.1%  

kg-CO2 0.00 0.00 0.00 -  
kg-CO2 10,390,074.00 10,694,817.00 9,312,004.72 -10.4%  

○
 

・LED照明の導入

 

○

【地方入国管理局】

公用車燃料
施設のエネルギー使用

合計
その他

・次世代自動車の導入と公用車台数の見直し

推進体制
(1) 対策の実施責任者は，法務省入国管理局総務課長とし，対策の徹底を図るため，各地方入国管理官署に
CO2削減対策委員会(仮称)を設置する。当該委員会は，毎月，電気・ガスの使用量を基にCO2排出量及び目標
達成の見込みを把握し，実施責任者に報告する。
(2) 実施責任者は，目標達成の見込みを踏まえ，必要に応じ，設備改修等のハード対策の追加及びソフト対策
の強化を指示する。

2020年度目標
2013年度 2014年度

(2) 運転・管理等ソフト対策

主な削減対策
(1) 設備改修等ハード対策・OA機器

・省エネ診断の結果に基づくエネルギー消費機器や熱源の運用改善

・温室効果ガスの排出の相対的に少ない燃料の使用

・超過勤務の縮減などの省CO2にもつながる効率的な勤務体制の推進



(単位) (2013年度比)
kg-CO2 19,227.00 14,580.00 16,342.95 -15.0%  
kg-CO2 4,237,427.00 3,975,106.00 3,809,446.87 -10.1%

電気 kg-CO2 3,260,535.00 3,115,358.00 2,931,220.97 -10.1%  
(電気使用量) kwh 6,756,804 6,332,818 6,074,367 -10.1%
電気以外 kg-CO2 976,892.00 859,748.00 878,225.91 -10.1%  

kg-CO2 1,401.00 1,068.00 1,259.50 -10.1%  
kg-CO2 4,258,055.00 3,990,754.00 3,827,049.32 -10.1%  

○

　

○

主な削減対策
(1) 設備改修等ハード対策・OA機器

推進体制
(1) 対策の実施責任者は，法務省入国管理局総務課長とし，対策の徹底を図るため，各地方入国管理官署に
CO2削減対策委員会(仮称)を設置する。当該委員会は，毎月，電気・ガスの使用量を基にCO2排出量及び目標
達成の見込みを把握し，実施責任者に報告する。
(2) 実施責任者は，目標達成の見込みを踏まえ，必要に応じ，設備改修等のハード対策の追加及びソフト対策
の強化を指示する｡

その他

・LED照明の導入

・次世代自動車の導入と公用車台数の見直し

(2) 運転・管理等ソフト対策
・省エネ診断の結果に基づくエネルギー消費機器や熱源の運用改善
・温室効果ガスの排出の相対的に少ない燃料の使用
・超過勤務の縮減などの省CO2にもつながる効率的な勤務体制の推進

2014年度

【入国者収容所】

2013年度
2020年度目標

合計

公用車燃料
施設のエネルギー使用



(単位) (2013年度比)
kg-CO2 2,272.00 1,988.00 2,042.53 -10.1%  
kg-CO2 1,952,177.00 2,106,207.00 1,755,007.12 -10.1%

電気 kg-CO2 1,481,105.00 1,641,106.00 1,331,513.40 -10.1%  
(電気使用量) kwh 3,491,613 3,487,542 3,138,960.09 -10.1%
電気以外 kg-CO2 471,072.00 465,101.00 423,493.73 -10.1%  

kg-CO2 0.00 0.00 0.00 -  
kg-CO2 1,954,449.00 2,108,196.00 1,757,049.65 -10.1%  

○
 　

　  　

○

(2) 運転・管理等ソフト対策

・照明反射板を設置し，蛍光灯のLED化を実施する。

・公用車の運行の削減に努める。

・昼休み等に不必要な照明を消灯する。

・省エネルギー対策がされている電気機器並びにカーテン及びブラインドに更新する。

推進体制
(1) 対策の実施責任者は，総務企画部付とし，対策の徹底を図るため，総務企画部の総務課長，企画課長，首
席研究調査官，各首席専門官，各統括専門官で構成される委員会を設置する。
(2) 総務課において，毎月，電気・ガスの使用量を基にCO2排出量及び目標達成の見込みを把握し，委員会に
報告するとともに，全職員にメールで伝達する。
(3) 総務企画部付は，目標達成の見込みを踏まえ，必要に応じ，設備改修等のハード対策の追加を行うととも
に，各部，各事務部門にソフト対策の強化を指示する。

・冷暖房の設定温度を見直し，運転時間を削減，寮における入浴時間を短くする。

【法務総合研究所】

2013年度 2014年度
2020年度目標

主な削減対策
(1) 設備改修等ハード対策・OA機器

公用車燃料
施設のエネルギー使用

その他
合計



      【矯正研修所】

(単位) (2013年度比)  
kg-CO2 2,068.00 2,641.00 2,059.98 -0.4%   
kg-CO2 791,814.00 722,736.00 711,007.76 -10.2%

電気 kg-CO2 495,028.00 450,088.00 441,086.24 -10.9%   
(電気使用量) kwh 926,154 853,560 785,275 -15.2%
電気以外 kg-CO2 296,786.00 272,648.00 269,921.52 -9.1%   

kg-CO2 0.00 0.00 0.00 -   
kg-CO2 793,882.00 725,377.00 713,067.74 -10.2%   

○
 

(2) 運転・管理等ソフト対策　　
　 ・教室等の冷暖房温度の適正管理，休憩時間中の消灯，定期的な機器の清掃を実施する。  

・公用車の燃費の適正管理と効率的な利用を行う。

　

○ 推進体制
(1) 削減対策の実施責任者を指定し，対策の徹底を図るため，研修員も含んだ削減への取組を検討するととも
に，全職員への周知徹底を図る。
(2) 庶務課において，毎月，電気・ガスの使用量を基にCO2排出量及び目標達成の見込みを把握し，全職員に
伝達することで節電，節水等への意識の高揚を図る。

・研修員の入浴について，温度・沸かし時間の徹底管理を行い，また，炊事については，献立を工夫して効率の
よい調理方法に努めることで，調理時間の短縮により，ガスの使用量の抑制を図る。

主な削減対策
(1) 設備改修等ハード対策・OA機器
・OA機器・電気機器の購入に当たり，省エネルギー型の機器を購入する。

2020年度目標

公用車燃料
施設のエネルギー使用

その他
合計

2013年度 2014年度



(単位) (2013年度比)
kg-CO2 405,531.00 385,859.00 364,572.37 -10.1%  
kg-CO2 1,661,536.00 1,482,807.00 1,493,720.86 -10.1%

電気 kg-CO2 1,261,172.00 1,099,910.00 1,133,793.63 -10.1%  
(電気使用量) kwh 2,307,607 2,271,708 2,074,539 -10.1%
電気以外 kg-CO2 400,364.00 382,897.00 359,927.24 -10.1%  

kg-CO2 269.00 67.00 241.83 -10.1%  
kg-CO2 2,067,336.00 1,868,733.00 1,858,535.06 -10.1%  

○

 

○ 推進体制
(1) 対策の実施責任者は，各公安調査局総務部長とし，対策の徹底を図るため，局管内の会議における議題と
して定期的にとりあげる。
(2) 各公安調査局総務部会計担当において，毎月，電気・ガスの使用量を基にCO2排出量及び目標達成の見
込みを把握し，各公安調査局総務部長に報告するとともに，全職員に伝達する。
(3) 各公安調査局総務部長は，目標達成の見込みを踏まえ，必要に応じ，ハード対策及びソフト対策の強化を
指示する。

公用車燃料
施設のエネルギー使用

その他
合計

主な削減対策
(1) 設備改修等ハード対策・OA機器
・公用車の購入に際しては，低公害車の導入を図る。
・OA機器・電気機器の購入に当たり，省エネルギー型の機器を購入する。

(2) 運転・管理等ソフト対策

・昼休み時における消灯の推進及び直近階への移動時の階段利用の推進を積極的に図る。

・公用車の利用に際しては，可能な限り公共交通機関等環境負荷の低い移動手段の利用に努める。

(3) その他
・施設において，温室効果ガスの排出の相対的に少ない燃料等に変更する。

【公安調査局】

2013年度 2014年度
2020年度目標
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